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遺産分割には期限がある？

1 遺産分割には期限があるのか

ニュースレター７号では相続登記の義務化につい

て説明しましたが、他にも相続に関する気になる法

改正があります。

相続の開始から１０年を経過した後の遺産分割に

は、民法９０３条（特別受益）、９０４条（寄与分）

の規定が適用されなくなるのです。

実は、遺産分割の期限は法律上、ありません。

そのため、これまでは遺産が不動産しかなく、誰

もその不動産を相続したいわけではない等、積極

的に遺産分割協議をする動機がない場合、そのま

ま放置され、気付けば１０年以上経っているというこ

ともありました。

そして、そうこうしているうちに、相続人が亡くな

って次の相続が発生し、どんどん相続人が増えてし

まう、いざ相続手続きをしようと思っても誰が相続

人か分からない、相続に関する書類もどこに行った

か分からない、そうしてまたそのまま放置される・

・・。

このように、相続が開始から長期間が経過し、遺

産分割が行われないまま、数次相続（亡くなった

方の相続が開始したが遺産分割未了の状態で相続

人が亡くなること）が発生している事案が多く、そ

の結果、遺産の共有者が数十人以上になる場合も

あり、不動産の管理・処分・利活用等に困難をき

たすことがありました。

その一方で、いざ遺産分割を行おうとしても、被

相続人ごとに相続人を確定し、さらに遺産の範囲や

価格を確定したうえで具体的相続分による遺産分割

を行わなくてはならず、相続人の負担が重いのが

現状です。

そこで、相続開始時から長期間経過した場合に

は、合理的に遺産分割を処理できるように法改正

がなされました。

２ 法改正の内容

相続の発生から１０年を一つの契機として、遺産

分割を促進する仕組みが創設されました。

具体的には、原則として、相続開始から１０年経

過した後は、法定相続分（法律の定めた遺産の取

り分）又は指定相続分（遺言によって指定された

遺産の取り分）を分割の基準とし、具体的相続分

（亡くなるまで介護したなどの個別の事情を考慮し

た遺産の取り分）を考慮しません（但し、相続人

全員が具体的相続分による遺産分割をすることに合

意した場合等は具体的相続分による遺産分割が可

能であるなど、一部例外もあります）。

このように、長期間、遺産分割未了の状態が続く

と、遺産分割の基準が変わります。

特別受益や寄与分を主張すれば多く遺産を相続

できたはずの相続人にとっては、相続発生後、１０

年を経過するか否かで取り分が大きく変わる可能性

があるのです。

なお、この規定は改正民法の施行日（２０２３年４

月１日）より前に死亡した場合の遺産分割にも適用

されますが、経過措置により、少なく

とも施行時から５年間の猶予期間が設

けられています。

執筆 弁護士 林揚子
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田辺美紀 藤木秀行 市ノ木山朋矩 林揚子 有年孝将

（いずれも奈良弁護士会所属）

【ナラハQ＆Aコーナー】夫から急に離婚してほしいと⾔われました
Ｑ 夫から、急に、離婚してほしいと言われて困っています。夫の言い分も、愛情が無くなったの一点張りで、

とても納得できるものではありません。どうしたら良いですか？

Ａ 離婚は、本来、夫と妻の合意がなければできません（民法７６３条）。つまり、離婚をしたくないと考える側

が、離婚に合意しなければ、離婚は成立しないのです。但し、民法７７０条１項は、離婚について

の双方の合意がない場合でも、一方だけで離婚の裁判を求められることを定めています。

詳しくは弁護士にご相談ください。 回答 弁護士 市ノ木山朋矩

■ コラム ■
サブスクリプションサービスあれこれ

サブスクリプションサービス（一定期間に対し一定金額を支払うことによりサービスを受ける会員制サービス）。

充実してきました。音楽では、スポティファイ、アマゾン、アップル、AWA など。動画では、ユーチューブ、

ネットフリックス、ディズニープラスなど。今回は、私も利用している、少しかわったサービスをご紹介します。

それは、ベルリン・フィルの映像配信「デジタル・コンサートホール」。おうちのテレビで、スマートフォンで、

パソコンで、いつでもどこでも、ベルリン・フィルのコンサートを見ることができるサービスです。ベルリンからの

生中継も見ることができます（日曜日の早朝２時！ 開始）。月額１４.９ユーロ。年額１４９ユーロです。

私は利用歴３年。過去の膨大なアーカイブを検索して、好みのコンサートを楽しんでいます。最近収録された

コンサートだと、画質は４Ｋ、音質もハイレゾで、クオリティーが高い。この６月には、なんとドルビー・アトモス

（頭上からも音が降り注ぐサラウンド音声）配信も始まりました。テレビと違って、アナウンス音声がないのも、

お気に入りの理由です。無料お試しもあるので、ぜひ、チェックしてみてください。

ところで、ご存じですか？ 私どもナラハでも、サブスクリプションサービスをご用意しています。

それは、「顧問弁護士」！ ご利用お待ちしております！ 執筆 弁護士 藤木秀行

〒631-0822 奈良市西大寺栄町3番27号泉谷ビル1階
TEL 0742-81-3323 FAX 0742-81-3324

ニュースレター不要の場合 送付停止 E-mail : info@naraha-law.jp
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